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大
阪
府
下
十
四
市
町
村
を
処
理
区
域(

面
積
一
万
八
千
八
百
九
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
区
域
内
人
口
百
二
十
万
人)

と

す
る
大
和
川
下
流
流
域
下
水
道
は
、
昭
和
五
十
七
年
の
「
全
国
一
級
河
川
の
水
質
現
況
」
で
全
国
第
二
位
の
汚
濁
河

川
と
さ
れ
た
大
和
川
の
水
質
改
善
に
重
大
な
か
か
わ
り
を
持
つ
ば
か
り
か
、
区
域
内
市
町
村
の
都
市
整
備
促
進
の

た
め
に
も
、
そ
の
早
期
完
成
が
関
係
市
町
村
と
住
民
か
ら
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
。 

一 

事
業
推
進
に
対
す
る
建
設
省
の
基
本
姿
勢
に
つ
い
て 

と
こ
ろ
が
、
事
業
予
算
の
削
減
や
不
明
朗
な
用
地
買
収
に
伴
う
新
た
な
用
地
買
収
の
難
航
に
よ
り
、
同
下
水
道

事
業
は
著
し
く
遅
延
し
、
関
係
者
か
ら
憂
慮
の
声
が
あ
が
つ
て
い
る
。 

 
1 

こ
の
事
業
に
は
、
昭
和
四
十
五
年
事
業
認
可
以
来
の
十
四
年
間
に
総
事
業
費(

国
庫
補
助
対
象
事
業)

六
百 

こ
の
事
業
計
画
の
早
期
完
成
を
願
う
立
場
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

大
和
川
下
流
流
域
下
水
道
事
業
の
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

2 

い
う
ま
で
も
な
く
流
域
下
水
道
は
、
そ
の
区
域
内
市
町
村
の
公
共
下
水
道
と
の
整
合
を
図
り
つ
つ
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
。 

そ
の
た
あ
に
、
市
町
村
の
担
当
者
が
、
「
流
域
下
水
道
幹
線
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
事
業
の
計
画
が
た 

て
ら
れ
な
い
」
と
困
惑
す
る
事
態
が
生
ま
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
大
和
川
下
流
流
域
下
水
道
の
国
庫
補
助
対
象
事
業
費
は
、
昭
和
五
十
五
年
百
三
億
円
、
五
十
六
年

百
六
億
円
、
五
十
七
年
六
十
七
億
円
、
五
十
八
年(

予
算)

六
十
五
億
円
と
年
々
低
下
し
て
い
る
。 

三
億
円(

う
ち
国
庫
補
助
四
百
十
億
円)

が
投
入
さ
れ
て
い
る
が
、
計
画
の
完
成
ま
で
に
何
ヵ
年
か
け
る
予
定

か
、
ま
た
、
そ
の
総
事
業
費
は
、
何
億
円
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
、
今
後
の
見
通
し
を
明
ら
か
に
さ
れ
た 

 
 

い
。 し

か
し
、
大
阪
府
は
、
最
近
そ
の
下
水
道
幹
線
建
設
・
供
用
開
始
の
年
次
計
画
を
明
ら
か
に
し
て
い
な 

 

い
。 

四 

 



 

二 

今
池
処
理
場
の
用
地
買
収
に
つ
い
て 

1 

今
池
処
理
場
は
、
大
和
川
下
流
流
域
下
水
道
の
終
末
処
理
施
設
で
あ
る
が
、
現
在
、
そ
の
用
地
買
収
が
難 

3 

こ
の
流
域
下
水
道
事
業
区
域
内
で
は
、
金
剛
団
地
な
ど
ご
く
一
部
を
除
い
て
公
共
下
水
道
の
整
備
さ
れ
た

と
こ
ろ
は
な
く
、
大
都
市
圏
の
な
か
で
は
下
水
道
普
及
率
の
極
め
て
低
い
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
昭
和

五
十
七
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
は
七
％
で
、
全
国
の
普
及
率
三
二
％
の
四
分
の
一
に
も
達
し
て
い
な
い
。 

建
設
省
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
配
慮
し
て
、
年
次
計
画
の
停
滞
し
て
い
る
大
阪
府
に
対
し
、
そ
の
促
進

を
図
る
具
体
的
措
置
を
と
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
そ
の
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

大
和
川
の
水
質
改
善
の
た
め
に
も
、
同
流
域
下
水
道
の
供
用
開
始
の
早
期
実
現
は
、
関
係
市
町
村
と
住
民
の

切
実
な
願
い
と
な
つ
て
い
る
。 

建
設
省
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
承
知
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
流
域
下
水
道
幹
線
の
供
用
開
始
予
定
も

明
ら
か
に
で
き
な
い
大
阪
府
の
工
事
遅
延
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。 五 

 



 

航
し
、
計
画
推
進
上
重
大
な
障
害
と
な
つ
て
い
る
。
今
池
処
理
場
予
定
地
の
未
買
収
地
は
約
十
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
あ
る
が
、
こ
の
用
地
買
収
難
航
の
原
因
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
て
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
に
行
わ
れ
た
中
島

養
豚
場(
松
原
市
天
美
西
六
丁
目)

一
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
用
地
買
収
に
第
三
者
で
あ
る
部
落
解
放
同
盟
大
阪

府
連
幹
部
が
不
当
に
介
入
し
、
買
収
価
格
の
つ
り
上
げ
を
図
り
、
法
外
な
価
格
で
買
収
さ
せ
た
た
め
と
聞
い

て
い
る
。 

こ
の
用
地
買
収
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
阪
府
議
会
に
お
い
て
、
我
が
党
の
府
議
が
再
三
交
渉
経
過
や

契
約
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
質
問
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
府
当
局
は
、
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
委
員
で
あ
り
、
か
つ
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連

合
会
副
委
員
長
、
同
松
原
支
部
長
の
山
口
公
男
氏
が
中
島
養
豚
場
の
代
理
人
と
し
て
府
と
の
交
渉
に
当
た
つ

た
事
実
は
認
め
た
も
の
の
、
契
約
内
容
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
①
契
約
者
と
の
約
束
、
②
今
後
の
用
地
買
収

へ
の
影
響
の
二
点
を
理
由
と
し
て
拒
ん
で
い
る
。 

六 

 



 

2 

用
地
買
収
に
関
す
る
営
業
補
償
の
場
合
、
通
常
、
確
定
申
告
書
な
ど
公
的
証
明
書
の
添
付
が
義
務
付
け
ら 

建
設
省
は
、
契
約
内
容
の
公
表
と
必
要
な
是
正
を
行
う
よ
う
大
阪
府
を
指
導
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
方

針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
理
由
は
、
大
阪
府
民
の
立
場
か
ら
み
て
、
い
ず
れ
も
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な 

 
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
①
に
つ
い
て
は
、
契
約
者
が
民
間
人
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
用
地
買
収
に
は
巨
額
の

公
費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
同
じ
今
池
処
理
場
内
の
他
の
養
豚
場
買
収
に
つ
い
て
は
、
過
去
に

契
約
内
容
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
（
大
阪
府
議
会
土
木
建
築
常
任
委
員
会
―
昭
和
五
十
六
年
三
月
十
七
日
）
、

②
に
つ
い
て
は
、
中
島
養
豚
場
の
不
当
に
高
い
買
収
価
格
等
は
既
に
地
元
関
係
者
に
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
引
き
続
く
用
地
買
収
の
最
大
の
障
害
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
府
当
局
が
率
直
に
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
必
要
な
是
正
措
置
を
と
る
こ
と
こ
そ
が
、
今
後
の
事

業
計
画
の
促
進
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

七 

 



 

3 

我
が
党
の
調
査
で
は
、
中
島
養
豚
場
関
係
の
法
人
二
社
を
含
む
五
人
に
支
払
わ
れ
た
用
地
買
収
費
の
総
額 

ま
た
、
営
業
補
償
の
対
象
と
な
る
両
社
の
収
益
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
で
あ
つ
た
の
か
、
建
設
省
は
把
握
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
益
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
建
設
省
は
、
公
的
証
明
書
無
し
の
ズ
サ
ン
な
用
地
買
収
を
認
め
た
の
か
ど
う
か
、
認
め
た
と
す

れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

こ
の
よ
う
な
契
約
形
態
が
常
に
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
。
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
な
ぜ

こ
う
し
た
契
約
が
な
さ
れ
た
と
思
う
か
、
経
緯
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

と
こ
ろ
が
、
中
島
養
豚
場
買
収
に
関
し
て
、
大
阪
養
豚
㈱
、
関
西
フ
ァ
ー
ム
の
二
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ

た
営
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
は
、
「
協
力
が
得
ら
れ
な
か
つ
た
」
（
府
議
会
土
木
建
築
常
任
委
員
会
で

の
府
土
木
部
用
地
室
長
の
答
弁
）
と
し
て
公
的
証
明
書
無
し
で
契
約
を
行
つ
て
い
る
。 

八 

 



 

5 

今
池
処
理
場
の
未
買
収
地
に
は
さ
ら
に
別
の
養
豚
場
も
残
つ
て
い
る
が
、
そ
こ
は
今
後
の
交
渉
条
件
を
有

利
に
す
る
た
め
か
最
近
豚
舎
の
増
築
さ
え
行
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
府
民
と
り
わ
け
関
係
地
域

の
市
町
村
と
住
民
は
、
中
島
養
豚
場
買
収
問
題
の
行
方
に
強
い
関
心
を
も
つ
て
い
る
。 

4 

流
域
下
水
道
の
終
末
処
理
場
用
地
に
対
す
る
国
庫
補
助
率
は
三
分
の
二
で
あ
る
が
、
当
該
用
地
買
収
費
に

対
し
て
支
出
さ
れ
た
国
庫
補
助
金
の
額
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
補
助
金
の
交
付
申
請
及
び
決
定
は
い
つ
行
わ

れ
、
そ
の
執
行
は
い
つ
な
さ
れ
た
の
か
。 

こ
の
調
査
内
容
は
事
実
と
一
致
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
こ
の
買
収
価
格
に
つ
い
て
建
設
省
は
適

正
だ
つ
た
と
考
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

は
約
五
十
四
億
円
で
、
内
訳
は
土
地
十
七
億
円
余
、
物
件
費
五
億
五
千
万
円
、
営
業
補
償
三
十
一
億
円
と
な

つ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
坪
当
た
り
九
十
万
円
と
い
う
法
外
な
価
格
と
な
る
。 

建
設
大
臣
は
、
疑
惑
の
あ
る
諸
点
に
つ
い
て
厳
正
な
調
査
で
事
実
解
明
を
行
う
と
と
も
に
、
現
行
関
連
法 

九 

 



 

 

一
〇 

に
照
ら
し
て
必
要
な
是
正
措
置
を
と
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
そ
の
用
意
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


